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1．はじめに

心理学において，自殺に関する研究／自殺予防
に関する実践は忘れ去られた領域であった，とい
うのは言い過ぎであろうか。1998 年の自殺者数
の爆発的増加および 2006 年の自殺対策基本法の
成立を受けて，自殺に関する研究には大きな注目
が集まっている。しかし，このような研究・実践
の盛り上がりの中で，心理学者がイニシアティブ
をとるものは少数にとどまっている。筆者が日本
自殺予防学会に初めて参加したのは 2008 年であ
り，そこからほぼ毎年参加をしているが，そこで
見かける心理学者は片手で数えるほどである。

このような傾向は，本誌においても同様であ
る。60 年を数える心理学評論の伝統の中で，筆
者が調べた限り自殺に関する特集が組まれたこと
は一度もない。2000本ほどある論文の中でも，
タイトルに「自殺」が含まれるものは二編のみで
ある。その二編のうちの一つは，河合隼雄の「自

殺の象徴的意味について―心理療法家の観点か 
ら―」 （河合， 1971） である。この論文は，河合が
自身のいくつかの臨床経験をもとに自殺の象徴的
な意味について考察したものであり，①死はいわ
ば心の死（象徴の水準における死）と身体の死に
分けて考えるべきであること，②心の死は人の人
格的変化や成長に必要な場合があること，③自我
が十分に強くない場合に心の死がそのまま身体の
死を引き起こしてしまう場合があること，などが
述べられている。河合の論考は，自殺の予測や予
防方法に関してというよりは，自殺予防における
倫理的側面について多くの示唆を与えるものであ
る。二つ目は，筆者の「インターネットを利用し
た自殺予防の可能性―CMC諸理論からの検討―」

（末木，2009）である。この論文は，2000 年代に
話題となったいわゆる「自殺サイト」上で行われ
る利用者間のコミュニケーションの功罪が生じる
過 程 に つ い て Computer Mediated Communication
に関する理論をもとに考察をしたものであり，自
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殺について論じたものではない。そのため，本論
文は心理学評論誌において正面から自殺を論じた
二つ目の論文になるだろう。なお，自殺が「ここ
ろ」の問題であるかのように見えながら，心理学
研究が下火であることの理由については，本論文
の後半において考察を加える。

このように心理学の伝統の中で自殺研究はマイ
ナーなテーマであったが，心理学と自殺あるいは
自殺予防の実践の関連について論じたわが国に
おける先行研究も少数ながら存在する。一つ目
は，坂本（2004）の「社会心理学的観点から見た
自殺問題」 と題する論考である。この論文で坂本 

（2004） は，（社会）心理学と自殺の理解の接点と
して，「抑うつ状態の認知と援助希求行動」「精神
科に対する偏見」「うつ病の素因―ストレスモデ
ル」「ソーシャル・サポート」「自殺に対する態
度」「社会的学習とメディアの影響」という 6 つ
の項目を取り上げ，先行研究をレビューしてい
る。また，当該論考で取り上げられなかった視点
として，自殺行動を嫌悪的な自己意識からの逃
避行動ととらえること（Baumeister, 1990），職場
におけるうつ病や過労自殺について組織やリー
ダーシップの観点から分析すること，を挙げてい
る。同著者には，「自殺の心理・社会的側面―
我々は自殺予防活動において何を考慮に入れるべ
きか―」という論考（坂本， 2006） もあるが，基
本的な枠組みは坂本（2004）と同様である。二つ
目は，勝又（2015a）の自殺に至る個人の心的過
程，あるいは自殺に関連する様々な要因間の相互
作用過程を説明する心理学的理論のレビューであ
る。この論考は，いくつかの自殺の説明モデルを
レビューし，最終的に Beck （1986） の絶望感理論

（Hopelessness theory） と Joiner （2005） の自殺の対
人関係理論（Interpersonal theory of suicide） が将
来の自殺関連行動を一定程度予測する力を有す
ると結論づけている。ただし，勝又（2015a） は，
最も有望だとした自殺の対人関係理論においても
将来の自殺行動の分散説明率は 30% 程度である

（Christensen et al., 2013） という指摘に触れ，自殺
の発生を予測するための心理学理論の有効性を認
めつつも，新たな理論の開発が必要であると指摘
している。これらの二つの論考はいずれも，多様
な領域（例：精神医学，公衆衛生学，社会学）の
研究者が集う自殺をテーマとした雑誌・報告書の

特集の中で，他の研究領域との差異を意識しなが
ら心理学（特に，社会心理学および臨床心理学）
独自の貢献について述べたものであるため，心理
学と自殺研究がいかに関連しているかを考えるた
めの重要な示唆を提供するものとなっている。

そこで本論文では，まず，心理学と自殺あるい
は自殺予防の実践の関連について論じた上述の二
つの先行研究（坂本，2004；勝又，2015a）を軸
に，心理学がいかに自殺予防に役立つかをごく簡
単に振り返る。次に，その二つの論文で扱われな
かった自殺に関する研究のうち，心理学に関わる
ものを取り上げる。最後に，心理学からみた自殺
あるいは自殺予防の課題について論じる。そこで
は同時に，そもそも心理学的知識を用いて自殺予
防を推進することと心理学が社会に貢献すること
が同義か，という問題を取り扱う。

2．自殺予防に関する心理学の貢献に 
関する先行研究のまとめ

自殺および自殺予防に関する研究の中で最も関
心を集める点は，自殺の予測であろう。自殺の予
測に関する心理学的説明モデルについては既に挙
げた勝又 （2015a） の論考が詳しいレビューを行っ
ている。勝又 （2015a） によれば，数多の自殺に関
する説明理論の中で，将来の自殺関連行動を予測
するエビデンス（Brown et al., 2000；Christensen 
et al., 2013；Joiner Jr. et al., 2009；Kuo, Gallo, & 
Eaton, 2004） を有するものは Beck （1986） の絶望
感理論 （Hopelessness theory） と Joiner （2005） の自
殺の対人関係理論 （Interpersonal theory of suicide） 
の二つのみである。絶望感理論は，ネガティブな
事象を安定的／統制不可能とする原因帰属傾向が
自殺を引き起こす脆弱性となるというものであ
る。自殺の対人関係理論は，所属感の減弱，負担
感の知覚，身についた自殺の潜在能力という三つ
の要素が高まった際に自殺が生じるとするもので
ある。自殺の対人関係理論に絶望感理論の要素を
組み込んだ発展モデルとして，Van Orden et al.

（2010）の説明モデルが存在する。このモデルで
は，所属感の減弱および負担感の知覚を悪化させ
る要因として絶望感という認知的傾向を想定して
おり，この二つが悪化することで自殺念慮が発生
し，自殺念慮が発生した状態で身についた自殺の
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れば，マスメディアは自殺予防のための大きな力
を発揮すると考えられる。

次に，ゲートキーパー活動とヘルスケアへのア
クセスの促進についてである。ゲートキーパー活
動とは，自殺ハイリスク者が多数含まれるコミュ
ニティ内で，キーパーソンに対する自殺予防教育
を行い，適切なヘルスケアへのアクセスを促進す
る活動のことであり，準実験レベルの自殺予防効
果のエビデンスを有している（Isaac et al., 2009）。
これらに関連する実践として，日本では，新潟県
旧松之山町（現十日町市）で行われた活動が有名
である（高橋ら，1998）。この活動では，高齢者
が多く自殺率が高い地域においてうつ病のスク
リーニングを行い，陽性者へのフォローアップを
行った。同時に，住民への啓発（援助希求行動の
喚起）や高齢者間の交流の促進を行うことで，自
殺のリスクファクターである所属感の減弱を低
減している。類似の活動は，例えば青森県旧名
川町（現南部町）などでも実施され，うつ病の早
期発見・早期受診を軸としながら，地域住民の援
助希求行動や自殺への態度に関する基礎調査や 

（Sakamoto et al., 2004），啓発・介入が行われた
（Sakamoto et al., 2014）。しかし，自殺に関する問
題を有した場合の援助希求行動への啓発・介入の
効果的な方法については十分に解明されていない

（自殺と援助希求に関するレビューは末木（2017）
参照）。近年の自殺対策の実施状況を見ても（自
殺対策検証評価会議，2013；Ono et al., 2013），こ
のような自殺対策のパッケージは地方部では適用
しやすいものの都市部では適用がしにくく，都市
部の自殺対策は地方部に比べ進展していない。都
市部におけるヘルスケアへのアクセスの促進，ス
ティグマの低減，援助希求行動の促進（を通じた
ソーシャル・サポートの充実）方法の開発は，心
理学研究における重要な課題である。

3．先行研究で扱われなかった視点

以下では，上記の先行研究（レビュー）で扱わ
れなかった視点を拾っていく。本稿でさらに取り
上げるのは自殺予防教育，インターネット，自死
遺族の 3 つのテーマである。

潜在能力が十分高ければ致死的な自殺企図が生
じると考える。このような心理学的説明モデル
は，自殺の予測に際して臨床的に満足な状態とは
言い難いが，精神疾患やデモグラフィック要因な
どの自殺のリスクファクターを集めた場合よりも
予測力が高いことも事実である （Christensen et al., 
2013）。

自殺の予防方法について世界保健機関は特に重
要な事項として，自殺手段へのアクセス制限とヘ
ルスケアへのアクセスの促進，ゲートキーパー活
動，精神障害（特に，物質使用障害）のアセスメ
ントとマネジメントを挙げている（World Health 
Organization, 2014）。なお，精神障害のアセスメ
ントとマネジメントは自殺に関するテーマではあ
るものの非常に広大な内容を含むため，以下では
言及を割愛する。

自殺手段へのアクセス制限については認知的ア
クセス制限と物理的アクセス制限（例：駅にホー
ムドアを設置する）があり，より多くの心理学的
研究の貢献が見込まれるのは認知的アクセス制
限に関する研究である。代表的な研究は，ウェ
ルテル効果 （Phillips, 1974） に関するものである。
マスメディアによって自殺報道がセンセーショ
ナルになされるとその後の自殺者数が増加する
現象はウェルテル効果として知られており （レ
ビューは，坂本・影山（2005）参照）， マスメディ
アが適切な自殺報道を行うことでこのような現象
を抑えることができるというデータも存在する

（Etzersdorfer, Sonneck, & Nagel-Kuess, 1992）。日本
でも 2008 年に硫化水素自殺がインターネットお
よびテレビ報道によって爆発的に増加した現象は
記憶に新しい。このように，自殺方法が詳細に伝
えられること （モデリング）や自殺が肯定的に報
道されること （代理強化）がウェルテル効果を高
めることを考慮すると，ウェルテル効果の発生メ
カニズムは社会的学習理論（Bandura, 1977） に
よって説明することが可能だと考えられる（江
川， 1984）。近年ではこのようなメディアの持つ
影響を利用して自殺予防を行うため，自殺に関す
る報道記事にヘルスケアへのアクセスを促進する
効果を持たせるための記事構成方法に関する心理
学的実験が行われている（坂本・奥村・田中，
2008，2013）。より適切な自殺報道の方法が明ら
かになり，それを社会的に浸透させることができ
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とメディアの関連ではウェルテル効果の存在に関
する研究が有名であるが，これはマスメディアの
自殺報道の影響に関するものである。しかし，近
年ではインターネットのような個人が手軽に活用
できるメディアが急速に発展し，自殺とメディア
の研究は新たな局面を迎えたと言える。最も大き
な変化は，インターネットというメディアが自殺
の危険性の高い個人同士のコミュニケーションを
可能にしたという点である。その結果として，日
本でも 2000 年代にはいわゆる自殺サイトを介し
た練炭自殺が断続的に生じることとなった（末
木， 2009）。このような自殺に関心のある個人間
のインターネットを介したコミュニケ―ションの
影響については世界中でいくつかの縦断研究が行
われているが（Scherr & Reinemann, 2016；Sueki, 
2013；Sueki et al., 2014），その結果から明らかに
なったことは，①個人間のコミュニケーションは
どのような内容であっても（例：メンタルヘルス
の相談）自殺のリスクを低減する効果は見られな
い，②一方でインターネット利用者の自殺のリス
クが高くなるとインターネット利用量が増える，
ということである。

近年では，自殺のリスクが高まるとインター
ネット利用量が増えるというこれらの縦断調査の
結果や自殺のリスクの高い者が特定の検索語を
使ってウェブ検索を行う（Hagihara, Miyazaki, & 
Abe, 2012；Sueki, 2012） という特性が明らかに
なったことを受け，自殺関連語のウェブ検索の結
果に援助希求行動を促す広告を出し，自殺のリス
クの高いインターネット利用者を支援機関につな
げていくゲートキーパー活動が実施されるように
なってきている （Sueki & Ito, 2015, 2017）。こうし
たインターネット関連技術を活用した新たな自殺
予防活動については，効果の検証が行われておら
ず，この点は今後の研究の発展が待たれるが，
ゲートキーパー活動そのものに準実験レベルの
エビデンスがあることを考慮すれば（Isaac et al., 
2009），有望な試みであろう。

現代においてインターネットは電気や水道等と
同様，我々の生活になくてはならないインフラと
なっている。このようなインフラを活用したサー
ビスを発展させ，自殺のリスクの高まったものの
援助希求行動を支援していくことは，重要な自殺
予防活動であり，その時の流行の通信サービスに

3.1　自殺予防教育
一点目は，自殺予防教育の展開である。高橋

（2014） によると，米国における自殺予防教育は
1980 年代に若年層の自殺率が高まったことを背
景に法律の制定とともに推進され，90 年代の米
国カリフォルニア州では 2/3 以上の高校でこのよ
うな教育が行われていた。日本では，2003 年に
阪中 （2003） の中学校における先駆的な試みが紹
介され，同時期には教科書の記載内容に関する研
究も行われている （津川・影山， 2005）。近年では
国内の複数のグループが自殺予防教育に関する報
告を行っている （窪田ら， 2016；白神ら， 2015）。
これらの実践には心理学を基盤とする者が多く関
わっているが，それは心理学者が他の自殺研究に
関わる領域に比べ，学校というフィールドに臨床
心理士／カウンセラーといった形で入り込んでい
るからであろう。

自殺予防教育に関する研究には，①教育の目的
がプログラムごとに多様に設定されているため，
その内実が様々であること，②教育効果そのもの
についても，自殺死亡率をアウトカムとした効果
の実証はなされておらず，自殺企図の減少を報告
するものも少数にとどまっているという問題があ
る （Katz et al., 2013）。こうした問題は，どのよう
な教育がどの程度の自殺予防効果を生むのかを判
断することを困難にしている。そもそも，教育的
効果を測定するためには児童／生徒を一定以上の
期間追跡する必要があり，かつ自殺や自殺企図と
いう発生率の低いアウトカムを対象とする場合に
はサンプル数は膨大になる。そのため，こうした
研究方法上の困難が今すぐに解消されるとは考え
づらい。しかしながら，自殺予防を目的とした教
育活動は，自殺のみならず生涯にわたるメンタル
ヘルスの状態に影響を与える可能性があるという
点で，その影響は甚大である可能性もある。教育
現場のみならず，教育行政との協働がなされるこ
とにより，大きな成果が期待可能な領域だと考え
られる。

3.2　インターネット関連技術の自殺予防への活用
二点目は，インターネット関連技術の自殺予防

への応用に関する研究である。この領域は比較的
新しい自殺に関するメディア研究の一種であると
考えることができる。既に紹介したように，自殺
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らであろう。川野（2003）は，自らの研究経験を
もとに自死遺族研究に関する心理学研究の課題を
挙げているが，その一つとして「研究の成果が一
人ひとりの遺族の心とことばを絡めとる枠となら
ぬよう配慮することが必要である」と述べてい
る。この指摘は，自殺に関する研究の中で我々が
真に目的とすべきことは何か？ （≒学問の社会的
貢献とは何か）という重要な問いを投げかけてい
るが，この問いに関する詳細は，本稿の最後に述
べる。

4．自殺に関する心理学的研究の課題

ここまで心理学の自殺予防における貢献に関し
て，先行研究を振り返るとともに，先行研究にお
いて指摘されていない重要なポイントをいくつか
紹介した。それらを受け，ここでは，上述の研究
で扱うことができていない自殺に関する心理学的
研究の課題を指摘する。

4.1　自殺の発生に関する予測精度の向上
一つ目の課題は，自殺の発生に関する予測精度

をいかに高めることができるかという問題であ
る。本稿の冒頭でも，現時点で最も頑健な自殺生
起に関する理論である自殺の対人関係理論 （Joiner, 
2005） においても，将来の自殺行動の分散説明率
は 30% 程度である （Christensen et al., 2013） とい
う指摘を紹介したが，自殺の生起を十分な精度で
予測する理論モデルの構築は重要な課題である。
短期的に考えた場合，この課題を解消する近道
は，現在使われている研究デザインの改善にある
と思われる。

これまでに利用されてきた自殺の危険因子を同
定する研究の研究デザインには多数の問題が含ま
れている。最もよく利用される自殺の危険因子の
同定方法は，ケースコントロールを用いた心理学
的剖検調査である。このタイプの研究では，自殺
者の遺族に生前の自殺者の様子に関する聞き取り
調査を行い，他の死亡形式による死亡者の遺族か
ら得られた同様のインタビューの結果との比較を
行う。しかし，このタイプの研究では，遺族の記
憶に強いバイアスがかかる，単身自殺既遂者に関
するデータが得られない，といった問題が発生す
る （勝又， 2015b）。また，マクロ統計資料を用い

応じて発展していくことになるであろう。また，
新しい情報通信インフラは，従来の制度的枠組み
を超えた研究を可能にしている。例えば，自殺企
図者の再企図防止に関する研究は，自殺企図者が
搬送されてくる病院を管轄している医師が主に
行っていた（Kawanishi et al., 2014）。しかし，情
報テクノロジーを用いると，病院に搬送されたり
受診をしない自殺企図者，つまり従来コンタクト
がとれなかった自殺高リスク者とコンタクトを取
ることができる（末木・伊藤，2015）。心理学者
はこのような技術を活かすことで他の領域にはな
い独自の研究を行うことが可能になると予想さ
れる。

3.3　自死遺族研究
三点目は，自死遺族に関する研究である。自死

遺族の悲嘆の問題は，心理学的剖検調査の副次的
な効果として注目を集め，1960 年代から本格化
した。自死遺族に関する研究の焦点は，①どのよ
うな特性が遺族の悲嘆を強めるか，及び②自殺と
その他の死との間で遺族の間の悲嘆に差異がある
か否かである。悲嘆の測定方法に関する方法論的
問題が存在するため明確になっていない点も多い
が，遺族のデモグラフィック特性，故人と遺族の
関係性，自殺方法，経過時間，遺体との直面化，
援助資源の有無等が遺族の悲嘆に影響を与える

（レビューは末木（2010a）参照）。日本でも，自
殺で遺された者の精神的健康に影響を与える要
因に関する調査研究が行われており（川島ら，
2010），自殺による死別によって喪失された世界
の意味構造の修復が精神的健康の低減に寄与す
る可能性があることが示唆されている。このよう
に，自死遺族の支援のためには死の意味や意味の
生成と変化に関するプロセスに関する探究が必要
なためか，この領域の研究には遺族から得られた
その体験に関する言語データの質的な分析を行う
ものが多い（飯塚， 2007；Kawashima & Kawano, 
2017；末木，2010b）。

ただし，他の自殺に関する研究領域に比較すれ
ば，自死遺族研究は立ち遅れた分野であろう。そ
れは，自殺を予防するために行われる（心理学
的）研究が含む「自殺は予防できる」というメタ
メッセージが，自死遺族の自責感を掻き立てる

（それ故に，研究者と遺族との距離を分かつ）か
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進やうつ病が治りかけることが自殺を誘発する可
能性があるという指摘が存在するが（高橋，
2014），こうした要因がなぜ自殺を誘発する可能
性があるのかは一見理解がしがたい。これらに共
通するのは，ある状態の存在ではなく，ある状態
の「変化」の存在である。このようなモデルは，
従来よく利用されてきたケースコントロールを用
いた心理学的剖検調査やマクロ統計資料を用いた
相関研究では検討が難しいために採用されてこな
かったのではないだろうか。理論モデルの進展と
採用可能な研究デザインは表裏一体の関係にあ
る。双方を同時的に進化させていくことが，今後
の理論の進展につながるだろう。

最後に，研究方法に関するより根本的な改革を
行うためには，測定に関する方法の改善が必要で
ある。具体的には，自殺者（あるいは人一般）の
リアルタイムでの意識内容や行動を刻銘に記録す
る生活に密着したツールの開発と提供が必要とな
るだろう。自殺研究の最大の問題点は，自殺者が
死の直前にどのような状態であったのかが不明で
あるという点である。これまでの研究方法では，
どのような測定方法を用いたとしても，この点に
ついては原理的に解明不可能であった。しかし，
例えば，ナノロボットのようなものが人の体内に
常駐したり，ドローンが飛び回って撮影すること
で，常に特定の個人の行動や意識状態を測定し，
記録するようなことが可能になれば（それが心理
学的測定であるかどうかはさておき），「自殺者は
死の直前に何を考えていたのか？」といったおそ
らく我々が本来的に知りたい疑問を解き明かすこ
とができるようになるであろう。実際，スマート
フォンがこれだけ広まった結果として，たまたま
撮影された自殺者の自殺企図の様子を撮影した動
画が時折動画サイトにアップロードされることが
あるが，これをより精緻にしていくイメージであ
る（もちろん，当然のこととして，倫理的な問題
は別途考慮する必要がある）。なぜ自殺が発生す
るのか，そしてそれはどのように予測できるのか
という問題を解消するためには，データ収集に関
わる方法論的進展が必要である。

4.2　自殺対策に関する精神医学的な言説のオル
タナティブの生成

二つ目の課題は，自殺対策に関する精神医学的

た相関研究（例：失業率と自殺率の相関） もよく
用いられる研究デザインであるが，原因と結果の
同定および交絡因子の除去の困難から，こちらも
自殺の発生に関する因果関係を同定することは困
難である。

これらの問題を解消し，自殺に関する因果関係
を同定するためのよりよい研究デザインとして
は，（自殺を引き起こすような実験的手法を用い
ることはできないため）前向きコホート研究が考
えられるが，これまで，自殺という現象の発生頻
度の低さが前向きコホート研究の実施を困難にし
ていた。しかし，近年の自殺の危険因子を有する
ものを支援する法律の相次ぐ制定（例：2012 年
の障害者総合支援法，2013 年のアルコール健康
障害対策基本法，2014 年の過労死等防止対策推
進法）及びその法律に基づき活動が活性化してい
る支援機関におけるデータベースの整備は，ある
特定の自殺の危険因子を有する者の前向きコホー
ト研究を可能とするはずである。実際，ある障害
者就労支援機関は，そのような研究がスタートし
たとのプレスリリースを出している（LITALICO, 
2015）。このような研究が蓄積していくことは，
自殺の発生の理論の精緻化につながるものであろ
う。心理学者は，よりよい研究デザインを用いた
研究を行うために，多様な機関と連携していく必
要がある。

自殺の発生に関する予測精度を高めるための視
点として，予測モデルの問題も取り上げておきた
い。勝又（2015a） も指摘しているように，現時
点で最も有望な自殺に関する説明モデルは自殺の
対人関係理論であり，今後しばらくはこのモデル
に関する精度を高める方向に研究は動いていきそ
うである。しかし，自殺の対人関係理論を含め，
既存の説明モデルは説明変数が静的なものである
という問題を抱えている。これを動的なもの，つ
まり環境や個人の内的状況の変化を説明変数に加
えたモデルを作ることが重要だと思われる。より
端的に言えば，行動経済学におけるプロスペクト
理論（Kahneman & Tversky, 1979） の視点を自殺
研究に持ち込むことで，予測精度が向上するので
はないか，ということである。その根拠は以下の
通りである。例えば，失業や離婚はいずれも自殺
の危険因子であり （Van Orden et al., 2010），この
点は直観的にも理解がしやすい。その一方で，昇
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レスフルな作業である。自殺ハイリスク者との面
接について，高橋（2014, p. 221） は，「自殺の危
険の高い患者を治療していくにあたって，治療者
が常に注意を払っている必要があるのは，治療者
自身であるといっても過言ではない」とまで述
べ，自殺の危険が高い者と接する際に生じる陰性
の逆転移の存在に警鐘を鳴らしている。つまり，
仮に身近なところに自殺の危険の高い者がいたと
しても，自分でなんとかしようとするよりは，専
門家に任せた方が楽であり安心である，そのため
の口実として「自殺は心の病気が原因であるから
まず病院へ」という図式が使われるのではないか
ということである。この状態を解消するための方
向性は二つあり，一つは自殺ハイリスク者を専門
に治療や支援を行う機関・専門家を作るという方
向性である。つまり，自殺対策の精神医療化の先
鋭化である。もう一方は，この辛さを社会全体で
分ちあうことである。どちらも困難な道である
が，自殺予防的な効果を考慮するのであれば，後
者の方がより適切な道筋であろう。

以上を踏まえ，それでは，自殺対策に関する精
神医学的な言説のオルタナティブとしてはどのよ
うなものが考えられるであろうか。一つは，使い
古された言葉であるが「絆」の回復であろう。そ
れも，自殺の危機に追い込まれた者とその周囲の
者との絆の回復である。これは，既に紹介した自
殺の対人関係理論等との整合性という観点からも
無理がなく，かつ，多くの人を自殺対策に巻き込
むようなものとなっている。また，自殺の危機に
追い込まれた者と周囲の者との絆を回復させるこ
とは，必ずしも専門性の必要な作業ではない。む
しろ，専門家よりも，友人や家族こそが重要な役
割を担うことができる活動である。

二つ目の可能性は，「自殺は物理的に予防でき
る」という方向性であろう。実際，自殺対策の 
エビデンスを総覧すると，薬物の包装方法の変更

（Hawton, 2002）， 農薬（Gunnell et al., 2007）・木 
炭（Yip et al., 2010）・銃（Chapman et al., 2006；
Ludwig & Cook, 2000） といった自殺企図に利用 
可能なものの入手制限， ホームドアの設置 （Law  
et al., 2009） など，物理的な方法で自殺企図方法
へのアクセス可能性を低減することが自殺率の低
減にかなり有効であることが分かる。自殺を物理
的な問題という視点からとらえなおし，「こころ」

な言説のオルタナティブをいかに生成するか（そ
こにどう心理学的視点を入れていくか）， という
点である。二つ目の課題に関する具体的な問題解
消の方法に関する言及に入る前に，川野（2015）
の「これからの自殺予防対策が向かう先」という
論考を紹介する。川野（2015）の主張の趣旨は，
自殺者が死の直前には精神医学的に見れば病的な
状態であったという言説が社会に敷衍する中で，
その言説が実際に行われる自殺予防の実践を縛る
ようになった（自殺対策の精神医療化が起こっ
た）可能性があるというものである。より具体的
には，例えば，○○という自殺対策をしようと
思ったとしても，仮に対策の結果として発見され
た自殺ハイリスク者を精神医療につながなければ
ならないとすれば，精神医学的リソースが足りな
い地域や組織では（リスクを適切にコントロール
仕切れないので） 「何もしない方が良い」 という結
論にたどり着いてしまう可能性があるということ
である。自殺者がその最終的な局面である種の病
的な状態を呈している可能性は高く，また，その
状態への処置として精神医学的対応が役立つこと
もまた事実であろう。そのため，こうした自殺対
策の精神医療化は間違った方向とは言えず，この
言説を否定する必要もない。しかし，仮にあまり
にこうした言説が浸透しすぎてしまい，対策の手
足を縛ることになっているとすれば，その影響を
中和するか，より包括的な言説を敷衍する必要は
あるだろう。こうした言説の中和を行う試みは，
2012 年の改正自殺総合対策大綱の副題に「誰も
自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指
して」といった文言が入れられたことからもわか
るように，一部で意識的に行われているようであ
る。しかし，川野（2015）の論考がそれ以降に書
かれていることを考慮すれば，中和の試みは必ず
しもうまくはいっていないかもしれない。

それでは，なぜこのような事態になっているの
であろうか。以下は筆者の推測にすぎないことを
予めお断りしておく。この現象の背景には，もち
ろん，精神医学的な権益の拡大が一部の者によっ
てなされているという問題もあるかもしれない。
しかし，それだけではなく，人びとの「自殺対策
のような大変ことは誰かに丸投げしておきたい」
という欲望があるのではないだろうか。「死にた
い」と言っている人と接することは本来的にスト
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そして，この過程では自殺者の有する「正常
な」内的状態に関しては軽視されるか，無視され
ることとなる。なぜならば，自殺が「正常な」こ
ころの作用によって引き起こされたものである場
合，上記の論理が崩れるからである。社会の円滑
な運営に必要な概念としてのこころの病気という
概念を有しない心理学において，自殺の研究を進
めることと自殺予防を進めることには多大な矛盾
が生じる。そのため，心理学における自殺研究は
マイナー領域であり続けたのではないだろうか。
以上の問題を解決し，心理学領域における自殺研
究を進展させるための案が，「自殺の問題を扱う
のではなく，自殺念慮の問題を扱う」，「自殺対策
が重要なのではなく，自殺念慮対策が重要」とい
う言説の作成である。もちろん，河合（1971）が
本誌において述べているように，自殺を思うこと
は個人の成長に資する場合もあるものの，それは
必ずしも個人の責任において克服すべきものでも
ないと筆者は考える。

いずれの形にせよ，科学的な知見と矛盾のない
範囲で，新しい自殺／自殺対策に関する言説を
作っていくことも，心理学者が担うべき仕事の一
端ではないだろうか。そして，ある種の言説は心
理学的研究の発展と自殺対策の進展を相互に進め
ていくことになるであろう。そのためには，自殺
に対する態度とその変容に関する方法に関する研
究が必要である。効果的な自殺対策を開発するこ
とも重要であるが，対策を推進するためには，効
果的な自殺対策を推進できる社会的環境（民意）
が必要であることも忘れてはならない。

5．心理学的知識を用いて 
自殺予防を推進することと 

心理学が社会に貢献することは同義か？

以上が筆者の考える自殺を予防すべき対象と考
えた際の，心理学的研究あるいは心理学者の課題
である。最後に，そもそも自殺に関する問題につ
いての社会的貢献とは何かについて述べる。

本特集号の目的は，心理学の社会的貢献を明示
することであり，その一つのテーマとして自殺予
防というものが想定され，筆者に執筆の依頼がな
された。この経緯から考えると，心理学的知識を
用いて自殺を予防することは，心理学という学問

の問題から解放することは，自殺対策に関する精
神医学的な言説のオルタナティブを生成する上で
重要なことかもしれない。このような提言の背景
には，筆者の行った自殺対策に対する態度に関す
る研究の経験がある （Sueki, in press）。通常，こ
のような介入に対しては思想信条の自由という観
点から反論が寄せられる（例：自殺は人間の権利
だと考える自由は万人に保障されるべきである）。
しかし，自殺方法への物理的なアクセス可能性を
低める環境作りが自殺対策に効果的である（≒自
殺は必ずしも理性的判断／熟慮の元に行われてい
ない）という情報の提供はこのような問題に抵触
しないという利点を有しているが故に，多くの人
にとって受け入れやすい可能性がある。

三つ目の可能性は，これが心理学における自殺
研究の発展のカギになると思われるが，「自殺死
亡の予防ではなく，自殺念慮の予防が大事」とい
う方向性である。この点は，冒頭に示した自殺が
一見「こころ」の問題であるかのように見えなが
ら心理学的研究が十分に発展してこなかったとい
う事態の原因とも密接にかかわっている。そもそ
も，自殺の直前に精神障害（例：うつ病）があ
り，その結果として自殺が起こるという言説がこ
れほど社会に敷衍したのは，自殺に関する心理学
的剖検調査の実施もさることながら，この言説が
自殺者を免責し自殺を予防することを正当化する
ための機能を有していたからであろう。通常の

「こころ」の状態で意思決定された結果としての
自殺という行動を予防することは，個人の自由の
尊重という観点から正当化することが難しい。一
方で，仮に通常の「こころ」の状態ではなく，病
的な状態であったとすれば，自殺を予防するとい
う行為が個人の自由意思の尊重という価値観と
真っ向から対立することはない。このような，あ
る種の通常とは異なる心理状態を自殺の直前に仮
定することによって，自殺予防行為を正当化した
り，自殺者を免責することは人間社会において伝
統的に行われてきたことである。例えば，中世キ
リスト教社会では，自殺を悪魔に惑わされた神へ
の背信行為として禁じながら，自殺の直前に「狂
気」の状態を想定することで自殺者を免責してい
る（詳細は，末木（2013）参照）。現代日本にお
ける過労自殺裁判の法理にも類似の論理がうかが
える（詳細は，貞包・元森・野上（2016）参照）。
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あるのに対して（末木，2015, 2016；Sueki, 2016, 
2017），事故死亡を元にした VSL は数億円である

（レビューは，末木（2015）参照）。つまり，人び
とが一人の統計的自殺死亡の予防に対して投入し
て良いと考える税金の額は，事故等の他の形式の
統計的死亡に比べて 10 倍程度低いということで
ある。

さらに，このような人々の自殺対策に対する慎
重な態度の背景には経済的な合理性が存在する可
能性もある。わが国では，数年前に自殺やうつ病
がなくなった場合の経済的便益の推計額が単年度
で約 2 兆 7000 億円であるとの報告がなされ（金
子・佐藤，2010），話題となった。この報告は，
2009 年ベースで自殺がゼロになることによる稼
働所得の増加（自殺で亡くなった方の推定平均生
涯年収の合算値）が約 1 兆 9000 億円であるとし
ている。海外でも類似の報告はいくつかみられる

（Palmer et al., 1995；Weinstein & Saturno, 1989）。
この研究からは，一見すると，自殺対策により日
本全体の自殺者がゼロになった場合，経済的便益
が 2 兆円ほど生まれるように見える。しかし，こ
のような自殺対策の便益の推計には，①そもそも
自殺のリスク（例：うつ病）を抱えた者の生涯平
均年収がそうではない者と同等であるという前提
に問題があり便益を過大評価している，②自殺が
行われることによる便益が考慮されていない，と
いった問題点が指摘されており，むしろ，自殺が
行われることによる社会的便益の推計値は自殺
を予防することのそれを上回るという試算もある

（Stack, 2007；Yang & Lester, 2007）。ここから推
測されることは，主に経済的な観点から見た場
合，そもそも自殺予防を推進することは社会的に
多大なコストがかかるため，人々は他の形式の死
亡対策に比べて自殺対策により慎重であるという
ことである。

そのため，我々が本来的に対処すべき問題が何
なのか（自殺を防ぐことなのか，自殺が生じた後
の悲しみを軽くすることなのか，あるいはそれら
を受け流す術を身に着けることなのか）は慎重に
考える必要があるだろう。短期的な不快の迅速な
解消がより重篤な心理的問題や不適応を引き起こ
すというのは，これまでの臨床心理学的な知見で
も多数みられる精神障害や不適応の説明モデルで
ある（例：強迫観念を鎮めるために強迫行為を行

の社会貢献の分かりやすい例であると特集の企画
者あるいは企画者が想定する読者が想定してい
る，ということになる。しかし，果たしてそれは
本当だろうか？というのが筆者の問いである。な
ぜこのような問いを立てるのかというと，自殺を
予防することが社会によって（何らかの意味で）
良いことであるというコンセンサスが得られてい
るかどうかはやや怪しいからである。例えば，
2006 年に制定された自殺対策基本法の第一条 

（目的） および第二条（理念） を読むと，その目的
は，「国民が健康で生きがいを持って暮らすこと
のできる社会の実現」であり，自殺が対策され減
らされるべきものというニュアンスはかなり抑え
られていることが分かる。これは，自殺で遺され
た遺族に対する配慮という側面もあるだろうが，
自殺対策が「良い」ことであるという国民的な理
解が得られていないことの証にもなるのではない
だろうか。

自殺対策の推進に関するコンセンサスが得られ
ていないかもしれないという上述の指摘には一定
の研究上の裏付けも存在する。日本では自殺に限
らず，多様な死亡リスクの低減政策に対する金銭
的支払についての意識調査が行われている。これ
らの調査は，統計的生命の価値（Value of Statistic 
Life, 以下，VSL） を推計し，行政の適切性や効率
性を検討することを目的として行われている。
VSL はある事象に起因する統計的死亡を回避す
るための支払意思額（Willingness to Pay，以下，
WTP） を集計し，便宜的に 1 人の統計的死亡を 
回避するための WTP を算出したものである。具
体的には特定のリスク削減幅に対する WTP を，
そのリスク削減幅で割ることによって求められ
る。例えば，自らの自殺死亡リスクを 1/10 万（リ
スク削減幅）小さくすることに対して 1,000 円

（WTP） の支払いをしても良いと考えた場合，
VSL は 1 億円（1,000 円÷ 1/10 万） となる。そし
て，ある施策により救命された人数と VSL を掛
けた金額が実際にその施策に投入された金額を上
回っている場合，その行政行為は民意にかなって
いると考えることができる。

自殺対策をもとにした VSL の値は他の死亡対
策をもとにして推計されたそれよりもはるかに低
い。国内で行われた VSL の推計を総覧すると，
自殺対策を元にした VSL が 2000 ～ 3000 万円で
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